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１－１１－１ 検討の必要性検討の必要性

市場環境の変化市場環境の変化

クラウドコンピューティング化

インターネットの普及やブロードバンド化に伴い、インターネット上の情報を整理し、利用者の
嗜好 応 提供す サ ビ （例 検索 ジ ）が普 近時 は 地 や書籍 音楽等

市場環境の変化市場環境の変化

嗜好に応じて提供するサービス（例：検索エンジン）が普及。近時では、地図や書籍、音楽等の
様々な情報をインターネットに取り込んで整理・分類するサービスが進展。

これにつき、本来の権利者が求めていないにも関わらず、当該個人に関する情報がインターネッ
ト上に発信・流通する例が生じており、個人情報保護や著作権等との関係を整理する必要。ト上に発信 流通する例が生じており、個人情報保護や著作権等との関係を整理する必要。

パーソナル化

携帯電話端末の普及や高度化に伴い、単なる情報発信・情報収集に加え、生活や行動を支援する
高機能ツール（例：おサイフケータイ）として発展してきたが、近時では、利用者のネット内外高機能ツ ル（例 おサイフケ タイ）として発展してきたが、近時では、利用者のネット内外
の活動の記録であるライフログ（例：購買履歴、サイト閲覧履歴）を活用し、利用者の属性情報
に応じたコンテンツや広告を提供するサービスの進展が期待。

これにつき、利用者が求めるサービスに必要な範囲で属性情報が活用されているか否か等につき
社会的合意やル ルが形成されておらず 個人情報保護や通信の秘密等との関係を整理する必

検討の必要性検討の必要性

社会的合意やルールが形成されておらず、個人情報保護や通信の秘密等との関係を整理する必
要。

新たなサービスの登場や技術革新により、通信の秘密、個人情報保護、プライバシー、知
的財産保護等との関係が不分明なために、利用者の不安が高まったり、新規サービスの展
開が円滑に進まないといった問題が指摘されている。

こうした課題について、利用者視点を踏まえながら、適切な時期に、関係者間で、速やか
に問題を整理し、具体的な対応策を検討するため、新たな枠組みを設けることが必要。
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項目 現状

１－２１－２ 主な検討項目（案）主な検討項目（案）

項目 現状

インターネット地図情報サービス インターネット上で道路周辺の映像を公開するサービスが展開。我が国では、
グーグル社のストリートビュー（昨年8月以降）を初め、複数の事業者が
サービス展開を実施又は予定。

プライバシーや肖像権、防犯上等の観点から問題を指摘する声があり、地方
公共団体の議会においても実態調査等を求める意見書が決議。

違法音楽配信 携帯電話インターネット上の掲示板サイト等で音楽ファイルが違法にやりと
りされる被害が深刻化 とりわけ 10代後半において違法サイトの利用率りされる被害が深刻化。とりわけ、10代後半において違法サイトの利用率、
違法「着うたフル（R）」のダウンロード曲数ともに増加。

違法な音楽配信の拡大が正規の携帯音楽ビジネスを阻害しており、利用者啓
発や法執行等の既存の対策を踏まえ、効果的な対策を講じることが課題。

ライフログ活用サービス インターネット上のアクセスログ等から利用者の嗜好や動向を分析する等、
ライフログを活用したサービスは、位置情報の活用等により、携帯電話の
パーソナル性、モバイル性に着目した様々なサービスの展開が期待。

他方、取得・活用される情報の範囲や手法等について社会的合意が形成され
ていないため、ライフログ活用サービスの実態を正確に把握した上で、さら
なる事業展開に向けて法的安定性を高めていくことが課題。

個人情報保護ガイドラインの
見直し

個人情報保護法制においては、主務大臣制のもと、個人情報保護法第６条等
に基づき、各監督官庁が事業分野ごとにガイドライン等を策定。

平成２０年７月、内閣府「第５回 個人情報保護関係省庁連絡会議」において
申合せ.。内閣府公表の「ガイドラインの共通化についての考え方」に基づき、
各府省庁はガイドラインの共通化について必要な措置等を講ずることにより、
事業分野に応じた異同を最小化し、既存のガイドライン等を対外的に分かり
やすいものとする（見直しは本年7月までを目途）。
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グ グ 社 「 トリ トビ に代表される 公道から撮影された周辺画像を編集し イ タグ グ 社 「 トリ トビ に代表される 公道から撮影された周辺画像を編集し イ タ

２－１２－１ インターネット地図情報サービスの現状インターネット地図情報サービスの現状

グーグル社の「ストリートビュー」に代表される、公道から撮影された周辺画像を編集し、インターグーグル社の「ストリートビュー」に代表される、公道から撮影された周辺画像を編集し、インター
ネット上で閲覧可能となるよう公開するサービスとして、世界各地域で提供。ネット上で閲覧可能となるよう公開するサービスとして、世界各地域で提供。

サービスの例サービスの例

 Googleマップのサービスの一つであり、平成２０年8月から日本において提供開始。

 全国12都市(札幌 小樽 仙台 東京 千葉 さいたま 横浜 川崎 鎌倉 大阪 京都)のほぼ

 Googleマップのサービスの一つであり、平成２０年8月から日本において提供開始。

 全国12都市(札幌 小樽 仙台 東京 千葉 さいたま 横浜 川崎 鎌倉 大阪 京都)のほぼ

○ストリートビュー○ストリートビュー（グーグル社）（グーグル社）

 全国12都市(札幌、小樽、仙台、東京、千葉、さいたま、横浜、川崎、鎌倉、大阪、京都)のほぼ
全ての公道周辺の風景を撮影し、地図上で表示。全方位で閲覧可能となるように編集・公開。

 米国で一昨年５月に開始され、昨年8月から日本及び豪州、10月から仏国の５都市、本年3月か
ら英国及びオランダ、ニュージーランドを追加。今後欧州を中心に提供エリアを拡大予定。

 全国12都市(札幌、小樽、仙台、東京、千葉、さいたま、横浜、川崎、鎌倉、大阪、京都)のほぼ
全ての公道周辺の風景を撮影し、地図上で表示。全方位で閲覧可能となるように編集・公開。

 米国で一昨年５月に開始され、昨年8月から日本及び豪州、10月から仏国の５都市、本年3月か
ら英国及びオランダ、ニュージーランドを追加。今後欧州を中心に提供エリアを拡大予定。

 インターネット上での無料公開とともに、法人向けサービスも提供。昨年６月から提供開始。 インターネット上での無料公開とともに、法人向けサービスも提供。昨年６月から提供開始。

○ロケーションビュー○ロケーションビュー（ロケーションビュー社）（ロケーションビュー社）

ネ 無料公開 、法人向 提供。昨年 月 提供開始。

 全国３１地区の画像を撮影・公開。動画も閲覧可能。

ネ 無料公開 、法人向 提供。昨年 月 提供開始。

 全国３１地区の画像を撮影・公開。動画も閲覧可能。

○ウォークスルービデオシステム○ウォークスルービデオシステム（ＮＴＴレゾナント社）（ＮＴＴレゾナント社）

 試験的に世界各地および日本の数カ所の風景を動画で公開。 試験的に世界各地および日本の数カ所の風景を動画で公開。

○ウォ クスル ビデオシステム○ウォ クスル ビデオシステム（ＮＴＴレゾナント社）（ＮＴＴレゾナント社）

※※ 海外ではマイクロソフト社、海外ではマイクロソフト社、EveryscapeEveryscape社、社、MapJackMapJack社、社、EarthmineEarthmine社、社、Blue Dasher TechnologiesBlue Dasher Technologies社（以上アメリ社（以上アメリ海外 社、海外 社、 y py p 社、社、 pp 社、社、 社、社、 gg 社（以 リ社（以 リ
カ）、カ）、SuperhighstreetSuperhighstreet社、社、SeetySeety社（以上イギリス）、社（以上イギリス）、MappyMappy社、社、PagesjaunesPagesjaunes社（以上フランス）、社（以上フランス）、PaginegiallePaginegialle社（イタ社（イタ
リア）、リア）、QDQ.comQDQ.com（スペイン）、（スペイン）、KartamaniaKartamania社、社、gdeetodom.comgdeetodom.com（以上ロシア）、（以上ロシア）、CyclomediaCyclomedia社（オランダ）、社（オランダ）、hitta.sehitta.se、、
eniro.seeniro.se（以上スウェーデン）、（以上スウェーデン）、Live MSN MapsLive MSN Maps、、02.fi02.fi（以上フィンランド）、（以上フィンランド）、NorcNorc社（オーストラリア、チェコ、ポーラン社（オーストラリア、チェコ、ポーラン
ド等）、ド等）、Kapou.grKapou.gr（ギリシャ）、（ギリシャ）、gothere.sggothere.sg（シンガポール）等。（シンガポール）等。 5



２－２２－２ 我が国の状況（ストリートビューについて）我が国の状況（ストリートビューについて） ①①

 飲食店や不動産物件紹介サイトが、建物の外観や周辺画像を利用者に視覚的に説明可能。

 市場調査等のビジネスに活用可能

 飲食店や不動産物件紹介サイトが、建物の外観や周辺画像を利用者に視覚的に説明可能。

 市場調査等のビジネスに活用可能

想定されるサービスの活用例想定されるサービスの活用例

 市場調査等のビジネスに活用可能。

 身体障害者等が外出先のバリアフリー整備状況を事前に視認可能。

 海外旅行先や帰省先等の遠隔地の町並みを鮮明に確認可能。

 市場調査等のビジネスに活用可能。

 身体障害者等が外出先のバリアフリー整備状況を事前に視認可能。

 海外旅行先や帰省先等の遠隔地の町並みを鮮明に確認可能。

《利用イメージ》

青い部分が閲覧可能な道路。東京はほぼ
全域をカバー

360°周辺画像を閲覧可能。人の顔、ナンバープレートは
予めぼかされている。
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ストリ トビュ の提供開始後 住宅が詳細に写っている 歩行者の顔や車のナンバ プレ トが写ってストリ トビュ の提供開始後 住宅が詳細に写っている 歩行者の顔や車のナンバ プレ トが写って

２－３２－３ 我が国の状況（ストリートビューについて）我が国の状況（ストリートビューについて） ②②

国の反応国の反応

ストリートビューの提供開始後、住宅が詳細に写っている、歩行者の顔や車のナンバープレートが写ってストリートビューの提供開始後、住宅が詳細に写っている、歩行者の顔や車のナンバープレートが写って
いる場合がある等、プライバシーや肖像権、防犯等の観点から問題が提起。各方面の反応は以下の通り。いる場合がある等、プライバシーや肖像権、防犯等の観点から問題が提起。各方面の反応は以下の通り。

 平成２０年１１月の衆議院総務委員会において、ストリートビューに関する質疑が行われた。

 平成２０年１２月に閣議決定された「犯罪に強い社会の実現のための行動計画２００８」においても、
「実在する道路周辺の映像をインターネット上で立体的に表示するサービスについて、防犯上の問題点

 平成２０年１１月の衆議院総務委員会において、ストリートビューに関する質疑が行われた。

 平成２０年１２月に閣議決定された「犯罪に強い社会の実現のための行動計画２００８」においても、
「実在する道路周辺の映像をインターネット上で立体的に表示するサービスについて、防犯上の問題点

国の反応国の反応

「実在する道路周辺の映像をインタ ネット上で立体的に表示するサ ビスについて、防犯上の問題点
等を検討し、問題点がある場合は、対策について検討する。」との記述がある。
「実在する道路周辺の映像をインタ ネット上で立体的に表示するサ ビスについて、防犯上の問題点
等を検討し、問題点がある場合は、対策について検討する。」との記述がある。

地方自治体の反応地方自治体の反応

 全国の地方自治体の議会より、ストリートビューに関する意見書が多数提出されている（次頁）。

 本年２月３日に開催された第３９回東京都情報公開・個人情報保護審議会でヒアリングを実施。

 全国の地方自治体の議会より、ストリートビューに関する意見書が多数提出されている（次頁）。

 本年２月３日に開催された第３９回東京都情報公開・個人情報保護審議会でヒアリングを実施。

 福岡県弁護士会が「ストリートビューサービスの中止を求める声明」を発出。 福岡県弁護士会が「ストリートビューサービスの中止を求める声明」を発出。

その他の反応その他の反応

 人の顔を解析し自動的にぼかしを入れる技術をサービス開始当初より導入。 人の顔を解析し自動的にぼかしを入れる技術をサービス開始当初より導入。

グーグル社の対応グーグル社の対応

 ぼかし洩れの指摘やその他プライバシー保護等の観点から問題があるとの利用者からの申告があれ
ば、原則24時間以内に削除等の対応を実施（日本ではオンラインだけではなく、電話による申告にも
対応中）。また、削除した画像の前後をつなぎ合わせ、削除したことが分からないような処置も実施。

 ぼかし洩れの指摘やその他プライバシー保護等の観点から問題があるとの利用者からの申告があれ
ば、原則24時間以内に削除等の対応を実施（日本ではオンラインだけではなく、電話による申告にも
対応中）。また、削除した画像の前後をつなぎ合わせ、削除したことが分からないような処置も実施。
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ストリートビューサービスの国内提供開始後、総務省に寄せられた意見書の概要は以下のとおり（全ストリートビューサービスの国内提供開始後、総務省に寄せられた意見書の概要は以下のとおり（全33６件６件[[平成平成2121年４月７日現在年４月７日現在]]）。）。

２－４２－４ 我が国の状況（ストリートビューについて）我が国の状況（ストリートビューについて） ③③

要望の概要 時期 客体

高知県土佐市高知県土佐市 1,3,4,5 H21.3.18 国

高知県須崎市高知県須崎市 1,2,3,4,10 H21.3.19 国

高知県高知県 1,3,4 H21 3 19 国

要望の概要 時期 客体

東京都町田市東京都町田市 1,2,3,4 H20.10.9 政府及び関係機関

奈良県生駒市奈良県生駒市 1,2,3,4 H20.12.11 政府及び関係機関

北海道札幌市北海道札幌市 2,4,5 H20 12 11 国会及び政府 高知県高知県 1,3,4 H21.3.19 国

広島県尾道市広島県尾道市 1,2,3,4 H21.3.17 政府及び関係機関

香川県綾川町香川県綾川町 1,2,3,4 H21.3.19 国会、政府及び関係機関

香川県まんの香川県まんのうう町町 1,2,3,4 H21.3.19 国会、政府及び関係機関

埼玉県戸田市埼玉県戸田市 2 4 8 H21 3 23 国及び政府

北海道札幌市北海道札幌市 2,4,5 H20.12.11 国会及び政府

香川県琴平町香川県琴平町 1,2,3,4,10 H20.12.15 政府及び関係機関

奈良県安堵町奈良県安堵町 1,2,3,4 H20.12.17 政府及び関係機関

奈良県御所市奈良県御所市 1,2,3,4 H20.12.16 政府及び関係機関

大阪府茨木市大阪府茨木市 ６ H20 12 16 国及び政府 埼玉県戸田市埼玉県戸田市 2,4,8 H21.3.23 国及び政府

広島県呉市広島県呉市 1,2,3,4 H21.3.19 政府及び関係機関

福岡県小郡市福岡県小郡市 1,2,3,4 H21.3.24 政府及び関係機関

広島県竹原市広島県竹原市 1,2,3,4 H21.3.17 政府及び関係機関

大阪府茨木市大阪府茨木市 ６ H20.12.16 国及び政府

奈良県三郷町奈良県三郷町 1,2,3,4 H20.12.17 国及び県の関係機関

広島県福山市広島県福山市 1,2,3,4 H20.12.22 政府

埼玉県和光市埼玉県和光市 4,8 H20.12.19 政府

香川県丸亀市香川県丸亀市 1,3,10 H21.3.24 政府、国会並びに香川県

香川県多度津町香川県多度津町 1,2,3,4,10 H21.3.26 県、政府及び関係機関

北海道石狩市北海道石狩市 2,3,11 H21.3.24 政府

北海道江別市北海道江別市 4,8 H21.3.27 国

大阪府高槻市大阪府高槻市 1,2,3,4 H20.12.18 国会、政府及び関係機関

神奈川県相模原市神奈川県相模原市 1,2,3,5,9 H20.12.20 国会及び政府

東京都狛江市東京都狛江市 1,3,4 H20.12.22 国会・政府及び東京都

東京都国分寺市東京都国分寺市 1,3,4 H20.12.19 政府及び関係機関

香川県小豆島町香川県小豆島町 1,2,3,4 H21.3.30 国

大阪府箕面市大阪府箕面市 1,2,3,4 H21.3.26 政府、国会及び関係機関

香川県土庄町香川県土庄町 1.2.3.4 H21.3.24 国

東京都小平市東京都小平市 1,2,3,7 H21.2.25 政府及び関係機関

東京都小金井市東京都小金井市 1,2,3 H21.3.4 政府

東京都荒川区東京都荒川区 1,3,4 H21.3.17 国会及び政府並びに東京都

高知県宿毛市高知県宿毛市 1,2,4,5 H21 3 17 国会、政府、県及び関係機関

概要凡例：概要凡例：
１１＝当該サービスに対して寄せられた意見の実態調査等の現状把握 ２２＝インターネット非利用者への広報 ３３＝住宅街の公開の適否につい

て、国民からの意見聴取を踏まえての事業者への指導 ４４＝個人・自宅の無許可撮影及び公開に係る法整備 ５５＝画像の撮影及び公開に際
して住民から許可を得るよう事業者に指導 ６６＝当該サービスの非公開化 ７７＝第三者による当該サービスの二次利用に関するルール整備

ご が

高知県宿毛市高知県宿毛市 1,2,4,5 H21.3.17 国会、政府、県及び関係機関

福岡県弁護士会福岡県弁護士会： 平成２０年１２月１日、グーグル社に対して、①広範かつ無限定の市民の撮影、②家屋内の撮影、③事前説明の欠如、④
画像の事前確認の欠如、⑤撮影場所が特定可能な状態での長期間の公開、⑥画像の二次利用の容易性の６点を指摘。

の促進 ８８＝繁華街や住宅街等、地域の種類ごとの公開の適否に関する検証 ９９＝新技術の恩恵をすべての国民が享受するための方策につ
いての検討 1010＝差別等の人権侵害の観点からの検討 1111＝インターネット以外からも削除要求を可能とするよう事業者に要請
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諸外国においても インタ ネ ト地図情報サ ビス（特にストリ トビ サ ビス）に関する法的検諸外国においても インタ ネ ト地図情報サ ビス（特にストリ トビ サ ビス）に関する法的検

２－５２－５ 諸外国の状況（ストリートビューについて）諸外国の状況（ストリートビューについて） ①①

諸外国においても、インターネット地図情報サービス（特にストリートビューサービス）に関する法的検諸外国においても、インターネット地図情報サービス（特にストリートビューサービス）に関する法的検
討が進展。現時点では、個人情報保護やプライバシー保護等の観点からインターネット地図情報サービス討が進展。現時点では、個人情報保護やプライバシー保護等の観点からインターネット地図情報サービス
が一律に違法とされた事例は確認されていない。が一律に違法とされた事例は確認されていない。

アメリカアメリカ

連邦連邦

各州各州

 国防総省が安全保障の観点から、軍事施設内の映像撮影を許可しないことを決定。 国防総省が安全保障の観点から、軍事施設内の映像撮影を許可しないことを決定。

【【カリフォルニア州カリフォルニア州】】

 現在州議会において、 学校、礼拝施設、政府施設及び医療施設の衛星画像を商用サイトに掲載す
る際に、ぼかしを入れることを義務づける（罰則あり）法案が審議中。

【【カリフォルニア州カリフォルニア州】】

 現在州議会において、 学校、礼拝施設、政府施設及び医療施設の衛星画像を商用サイトに掲載す
る際に、ぼかしを入れることを義務づける（罰則あり）法案が審議中。

【【ミネソタ州ミネソタ州】】

 ノースオーク市では、グーグル社が同市を撮影した際、私有地への無断侵入により撮影を行った
として同市の映像が削除。

【【ミネソタ州ミネソタ州】】

 ノースオーク市では、グーグル社が同市を撮影した際、私有地への無断侵入により撮影を行った
として同市の映像が削除。

【【ペンシルヴァニア州ペンシルヴァニア州】】

 グーグル社が私道に侵入して映像を撮影し、当該画像を公開しているのはプライバシーの侵害だ
として訴訟が提起されたものの、原告の申し立てに係る疎明が不十分等の理由で、訴えを棄却され

【【ペンシルヴァニア州ペンシルヴァニア州】】

 グーグル社が私道に侵入して映像を撮影し、当該画像を公開しているのはプライバシーの侵害だ
として訴訟が提起されたものの、原告の申し立てに係る疎明が不十分等の理由で、訴えを棄却され
た事例が存在（2009年2月）。た事例が存在（2009年2月）。
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※ストリートビューサービス未提供

２－６２－６ 諸外国の状況（ストリートビューについて）諸外国の状況（ストリートビューについて） ②②

カナダカナダ

 プライバシー委員会は、2007年8月9日付で、ストリートビューサービスのために収集されている
画像が個人を特定するのに十分な解像度を有しているため、個人情報保護法の定める「個人情報」に
該当し、同サービスが同法に整合的でない可能性がある旨の書簡をグーグル社に送付。

 カナダでは現在ストリートビューは提供されていないが 市街地での撮影開始を受け 議会において

 プライバシー委員会は、2007年8月9日付で、ストリートビューサービスのために収集されている
画像が個人を特定するのに十分な解像度を有しているため、個人情報保護法の定める「個人情報」に
該当し、同サービスが同法に整合的でない可能性がある旨の書簡をグーグル社に送付。

 カナダでは現在ストリートビューは提供されていないが 市街地での撮影開始を受け 議会において

未提供

 個人情報が掲載されていれば 指令95／46／EC（個人データ処理及びデータの自由な移動に関する 個人情報が掲載されていれば 指令95／46／EC（個人データ処理及びデータの自由な移動に関する

 カナダでは現在ストリ トビュ は提供されていないが、市街地での撮影開始を受け、議会において
新たなサービスや技術の進展を踏まえた個人情報保護法の見直しやグーグル社を召喚する動議が審議中。

 カナダでは現在ストリ トビュ は提供されていないが、市街地での撮影開始を受け、議会において
新たなサービスや技術の進展を踏まえた個人情報保護法の見直しやグーグル社を召喚する動議が審議中。

欧州委員会（ＥＣ欧州委員会（ＥＣ））

 個人情報が掲載されていれば、指令95／46／EC（個人データ処理及びデータの自由な移動に関する
個人の保護に関する指令）に基づく各国の個人情報保護法が適用される。

 道路周辺映像サービスへの対応について昨年末より検討。現在はグーグルに説明を求めている段階。

 個人情報が掲載されていれば、指令95／46／EC（個人データ処理及びデータの自由な移動に関する
個人の保護に関する指令）に基づく各国の個人情報保護法が適用される。

 道路周辺映像サービスへの対応について昨年末より検討。現在はグーグルに説明を求めている段階。

イギリスイギリス

 プライバシー保護を所管するＩＣＯ(Information Commissioner’s Office)が、2008年7月に
ストリートビューについて、ぼかし処理等によりプライバシーやセキュリティを脅かすリスクを回避
す る十分なセーフガード措置を講じていることに満足しているとの公式な声明を発出。

 プライバシー保護を所管するＩＣＯ(Information Commissioner’s Office)が、2008年7月に
ストリートビューについて、ぼかし処理等によりプライバシーやセキュリティを脅かすリスクを回避
す る十分なセーフガード措置を講じていることに満足しているとの公式な声明を発出。

イギリスイギリス

 プライバシー保護を所管する「情報と自由に関する国家委員会」(ＣＮＩＬ)が、2008年7月にスト
リートビューについて、ぼかし処理の更なる改善を求め、グーグル社においてシステムの改善を検討。

 プライバシー保護を所管する「情報と自由に関する国家委員会」(ＣＮＩＬ)が、2008年7月にスト
リートビューについて、ぼかし処理の更なる改善を求め、グーグル社においてシステムの改善を検討。

フランスフランス

 サービス導入時に、グーグル社と個人情報保護担当機関であるプライバシー・コミッショナー・オ
フィスとの間で協議が行われ、人物の顔や車のナンバー等にぼかしを入れることと、撮影地域を拡大す
る際に 撮影を行う場所 時間についてグ グル社が情報提供することが合意された

 サービス導入時に、グーグル社と個人情報保護担当機関であるプライバシー・コミッショナー・オ
フィスとの間で協議が行われ、人物の顔や車のナンバー等にぼかしを入れることと、撮影地域を拡大す
る際に 撮影を行う場所 時間についてグ グル社が情報提供することが合意された

オーストラリアオーストラリア

 ポータルサイト”Daum”が「ロードビュー」サービスを提供。人物の全身にモザイク処理を実施。 ポータルサイト”Daum”が「ロードビュー」サービスを提供。人物の全身にモザイク処理を実施。

る際に、撮影を行う場所、時間についてグーグル社が情報提供することが合意された。る際に、撮影を行う場所、時間についてグーグル社が情報提供することが合意された。

韓国韓国
※ストリートビューサービス未提供
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インターネット地図情報サービスの利便性・将来性と法的利益の調整が課題ではないか

２－７２－７ 基本的な検討の視点（案）基本的な検討の視点（案）

インタ ネット地図情報サ ビスの利便性・将来性と法的利益の調整が課題ではないか。

【個人情報保護法との関係】

 インターネット地図情報サービスの提供には個人情報保護法上の問題はないか。

• 公開されている情報は個人情報保護法にいう「個人情報」にあたるか。

• サービス提供者は個人情報保護法にいう「個人情報取扱事業者」にあたるか。 等

※個人情報の保護に関する法律（平成一五年五月三十日法律第五十七号）

（定義）第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識
別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。
２ この法律において「個人情報デ タベ ス等 とは 個人情報を含む情報の集合物であ て 次に掲げるものをいう２ この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

３ この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一～ 五 （略）

【その他の法的利益との関係】

 個人の住居の画像等をインターネット上で公開することはプライバシーの侵害では
ないかないか。

 個人の姿形、服装等を、本人の事前の許可なく撮影、公開することは、肖像権の
侵害ではないか。

 その他の観点からの法的課題はないか。
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目目 次次

１ 問題の背景１ 問題の背景

２ インターネット地図情報サービスについて２ インタ ネット地図情報サ ビスについて

３ 違法音楽配信について

４ ライフログ活用サービスについて

５ 個人情報保護ガイドラインの見直しについて

参考 個人情報保護及び通信の秘密について
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モバイルコンテンツ市場は拡大が続いており 2007年で4233億円とな ている

３－１３－１ モバイルコンテンツビジネスの現状モバイルコンテンツビジネスの現状

• モバイルコンテンツ市場は拡大が続いており、2007年で4233億円となっている。

（参考：通信販売やチケット販売などのモバイルコマース市場は7231億円）

• そのうち音楽関係（着信メロディ、着うた、リングバックトーン※等）は全体の約40％。
※ 電話を受けた際の呼び出し音を任意のコンテンツに変更するサービス

音楽配信ビジネスが最大シェア（約40％）音楽配信ビジネスが最大シェア（約40％）

着実な市場拡大が進行
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• 装飾メール市場＝デコレーションされたＨＴＭＬメールのこと。

• きせかえ市場＝待ち受け画面に加え、メニュー、電池残量などのアイコン・文字
フォント等の設定がカスタマイズできるコンテンツ



• 有料音楽配信市場は順調に拡大しており 2008年で前年度比20％増（うち約９割は携帯

３－２３－２ モバイル音楽配信市場の現況モバイル音楽配信市場の現況

有料音楽配信市場は順調に拡大しており、2008年で前年度比20％増（うち約９割は携帯
端末向け）。

※ 2002年の「着うた」サービス開始以降順調な伸び

• 日本は有料音楽配信市場において世界２位であり、とりわけモバイル市場において世界を本は有料音楽配信市場において世界２位であり、とりわけ イル市場において世界を
リード。

有料音楽配信市場で日本は世界2位
携帯端末向けに限ると世界１位

有料音楽配信市場におけるシェア（上位５か国）2007年

国 シェア

アメリカ 51.4％アメリカ 51.4％

日本 20.0％

ＵＫ 5.9％

韓国 3.0％

ドイツ 3.0％

出典：（財）日本レコード協会「日本のレコード産業」

モバイル有料音楽市場におけるシェア（上位５か国）2007年

国 シェア出典：（財）日本レコ ド協会 日本のレコ ド産業」

日本 38.4％

アメリカ 33.7％

フランス 3.0％

14出典ifpi  “Recording Industry in Number 2008”より作成

携帯端末向けが大半 ＵＫ 3.0％

韓国 2.1％



携帯端末の性能向上等を背景として モバイルコンテンツに対する著作権侵害が深刻化 違

３－３３－３ 違法音楽配信サイトの利用実態違法音楽配信サイトの利用実態

• 携帯端末の性能向上等を背景として、モバイルコンテンツに対する著作権侵害が深刻化。違
法な音楽配信サイトの利用率は、若年層ほど高い。

• 日本レコード協会の試算によれば、携帯向け違法音楽ファイルの年間ダウンロード数は約４
億ファイルである一方 正規配信サイト経由の音楽ファイルの年間ダウンロード数は約４億億ファイルである 方、正規配信サイト経由の音楽ファイルの年間ダウンロ ド数は約４億
３０００万ファイルであり、違法市場と正規市場の規模が拮抗している状況。

※ 日本レコード協会「２００８年違法な携帯電話向け音楽配信に関するユーザー利用実態調査」及び「日本のレコード産業2008」

2006年

2008年
2007年

年代別 違法配信サイト利用率

2008年

15
出典：社団法人日本レコード協会

「２００８年違法な携帯電話向け音楽配信に関するユーザー利用実態調査」（アンケート調査、Ｎ＝1050）



• 携帯端末向け違法音楽配信サイトとしては、①個人が趣味で行っているサイト、 ②出会い系サイト

３－４３－４ 携帯端末向け違法音楽配信サイトの例携帯端末向け違法音楽配信サイトの例

携帯端末向け違法音楽配信サイトとしては、①個人が趣味で行っているサイト、 ②出会い系サイト
等に誘導する等のためのサイト、 の２つが代表的。

• レンタル掲示板等を利用することにより、自作音楽ファイルのアップロード及びダウンロードがで
きる機能が付されているサイトが多い。大規模なサイトでは、検索機能なども付加されているほ

ダか、雑誌等で紹介されている例もあり、音楽のダウンロードは容易となっている。

• 違法音楽配信サイトを知るきっかけは「友人経由」と「携帯端末でのネットサーフィン」が最多。

レ

ﾘｸｴｽﾄ用ｽﾚｯﾄﾞ ﾚｽﾎﾟﾝｽ用ｽﾚｯﾄﾞ

違法音楽配信サイトを知ったきっかけ

レ
ン
タ
ル
掲
示
板

３４．３％
板
内
ス
レ
ッ
ド

ここはリクエスト用掲示板です。 ここはアップロード用掲示板です。

４９．８％ド
に
掲
載 ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ

○○をアップしました。

→こちらからＤＬ

※ 正規配信サイトにおいては、｢着うた｣｢着うたフル｣は、それ
ぞれキャリア毎に特有のファイル形式の音楽ファイルを通じ

出典：社団法人日本レコード協会

「２００８年違法な携帯電話向け音楽配信に関するユーザー利用実態調査」

ﾌｧｲﾙのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

16

ぞれキャリア毎に特有のファイル形式の音楽ファイルを通じ
て配信されている。さらにデジタル著作権管理（ＤＲＭ）が施
されているため、ダウンロードしたファイルの再配布などは
できないもの。このような違法配信サイトでは、自作の「着う
た」「着うたフル」がアップロードされているものと見られる。

ﾘｸｴｽﾄ

ﾌｧｲﾙのﾀ ｳﾝﾛ ﾄ
○○をリクエスト
します。



• 違法配信サイトの利用に対する対策としては それぞれの関係者により ①啓発活動

３－５３－５ 違法音楽配信サイトの利用に対する対策の現状違法音楽配信サイトの利用に対する対策の現状

違法配信サイトの利用に対する対策としては、 それぞれの関係者により、①啓発活動、
②技術的対策、③管理者による削除等、④法執行・法整備等が行われてきたところ。

各種権利者団体による啓蒙 啓発活動

①啓蒙・啓発活動 《権利者団体等》

• 各種権利者団体による啓蒙・啓発活動
「携帯音楽を守りたい」キャンペーン（日本レコード協会）、ファイル共有ソフトの悪用防止を訴えるキャンペーン（ＡＣＣＳ）等。

・ 権利者団体と配信事業者との協力により正規配信サイトへの「エルマーク」を付与（2008年以降）

• 携帯フィルタリングの活用、検索エンジン結果についての携帯事業者との協力

• ＤＲＭ技術の開発、普及

「フ イル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会 （ＰＣ向け）

②技術的対策 《通信事業者等》

• 「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会」・・・（ＰＣ向け）

Ｐ２Ｐを利用した著作権侵害者のＩＰアドレスを突き止める技術の開発、それを用いたＩＳＰと権利者による協力スキーム

③違法ファイルの削除等 《サーバー管理者等》

• 契約約款モデル条項などに基づく違法サイトの削除

• 違法情報の削除を進めるための、事業者による相談センターの設置

• 携帯端末向け違法サイト管理者等の逮捕（2008年）、ファイル交換ソフトを利用した著作権侵害者の告発等

• プロバイダ責任制限法及び同法著作権関係ガイドラインの制定等

④法執行・法整備 《警察、総務省等》
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ダ責任制限法及び同法著作権関係ガ ドラ 制定等

違法コンテンツの削除制度を整備。同法に基づく削除要請（ＪＡＳＲＡＣより今までに約30万件・日本レコード協会より４万件）

• 著作権法の改正

権利者に無断でアップロードされた音楽・映像のダウンロード行為を違法化等。今国会に提出中。



３－６３－６ 基本的な検討の方向性（案）基本的な検討の方向性（案）

モバイルコンテンツの健全な発展にとって望ましくない利用に対する効果的な対策が課
題ではないか。

 今後も成長が見込まれるモバイルコンテンツビジネスの健全な発展のために、携帯

端末を通じた違法音楽配信サイトの利用に関する問題について、的確な実態把握と端末を通じた違法音楽配信サイトの利用に関する問題について、的確な実態把握と

効果的な対策を行う必要があるのではないか。

 とりわけ携帯端末を通じた違法配信サイトの利用が多いことから 携帯端末上で違 とりわけ携帯端末を通じた違法配信サイトの利用が多いことから、携帯端末上で違

法配信サイトを容易に利用できる環境の改善に向けた取組を強化すべきではないか。

 これまでもそれぞれの関係者により、多様な対策が行われてきたところであるが、違

法音楽配信サイト問題の深刻化などを踏まえれば、より効果的な対策を検討すべき

ではないかではないか。
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目目 次次

１ 問題の背景１ 問題の背景

２ インターネット地図情報サービスについて２ インタ ネット地図情報サ ビスについて

３ 違法音楽配信について

４ ライフログ活用サービスについて

５ 個人情報保護ガイドラインの見直しについて

参考 個人情報保護及び通信の秘密について
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ライフログ（L f L ）は 利用者のネ ト内外の活動の記録（行動履歴）がＰＣ 携帯端

４－１４－１ ライフログとは何かライフログとは何か

ライフログ（Life Log）は、利用者のネット内外の活動の記録（行動履歴）がＰＣ・携帯端
末等を通じて取得・蓄積された情報。

《ライフログの例》

・閲覧履歴（ウェブのアクセス記録 検索語句 訪問先URLや滞在頻度・時間 視聴履歴等）・閲覧履歴（ウェブのアクセス記録、検索語句、訪問先URLや滞在頻度・時間、視聴履歴等）

・電子商取引による購買・決済履歴

・位置情報（携帯端末のGPS機能により把握されたもの、街頭カメラ映像を解析したもの等）

・SNSに書き込まれた嗜好・交友記録 等

ライフログは、ライフログそのものを蓄積することにより、又は、個人情報（電気通信
サービスの契約情報から得られる氏名・住所等）やID情報（端末ID等）と関連づけるこ
とにより特定の利用者を対象とするサービス等に活用可能であり、今後の発展が期待。

《ライフログ活用サービスの例》

・利用者の行動を予測・支援するコンテンツを適時適切に提供するサービス（例：携帯端末向けの局所天気予報）

・利用者の嗜好に応じた広告を配信するサービス（例：行動ターゲティング広告）

位置情報を活用して電車への乗車

携帯端末が執事 のように
利用者の生活をサポート

サービス例①： ロケーション・アンプ for 山手線 サービス例②： NTTドコモ「iコンシェルジュ」

位置情報を活用して電車への乗車
を感知すると路線図が表示される。
あらかじめ設定した降車駅に近づく
と、振動や音で利用者に知らせる。

（岐阜県立国際情報科学芸術アカ

するサービス。利用者が
居住情報、スケジュール
等を預け、自分の生活エ
リアや趣味嗜好に合わせ
た情報を適切なタイミング

方法 た 携帯
（岐阜県立国際情報科学芸術アカ
デミーの赤松正行教授等が開発）

や方法で届けたり、携帯
電話に保存されている
スケジュールを自動更新
すること等が可能。
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プ 検

４－２４－２ 通信プラットフォーム研究会最終報告書（通信プラットフォーム研究会最終報告書（関連部分関連部分抜粋）抜粋）

６．プラットフォームに関するその他の検討課題
２）個人の属性情報の取扱いに関する検討

■認証基盤の相互運用性の確保と個人の属性情報の取扱い

・・・また、ネットワークのシームレス化によって、利用者のネット上での活動データであるライフログ（ネットを介したまた、ネットワ クのシ ムレス化によって、利用者のネット上での活動デ タであるライフログ（ネットを介した
購買履歴、サイトへのアクセス履歴等）をベースに、サービス提供事業者は、利用者の求める情報だけを探し出す
サーチ機能や、各利用者の行動や嗜好から有益と考えられる情報を提供するレコメンド機能を具備し、これをタイ
ムリーにプッシュ型で利用者に配信する事業モデル（行動ターゲティング広告）が注目されてきている。

こうしたパーソナライズされた（情報を利用する）新ビジネスは潜在的に高い市場性があるものと考えられるが、こうしたパ ソナライズされた（情報を利用する）新ビジネスは潜在的に高い市場性があるものと考えられるが、
他方、利用者個人の属性、履歴（検索履歴、購入履歴、行動履歴）のデータやそのデータの分析結果を活用するこ
ととなるため、どこまで利用が許容されるかについては、慎重な検討が必要である。

すなわち、ライフログの取得に関し、個人の属性情報の取扱いはあくまで利用者個人が管理でき、当該個人が了
承している場合に初めて認められるべきものである。具体的には、利用者のＩＤ、利用履歴、プレゼンス情報など利承している場合に初めて認められる きものである。具体的には、利用者のＩＤ、利用履歴、プレゼンス情報など利
用者が承認した程度に応じて、ライフログを利用したサービスの利便性を利用者が享受でき、属性情報の提供の
程度は利用者個人が自ら、かつ希望するタイミングで自由に管理可能な仕組みが整っていることが必要である。

その際、個人の属性情報の取得・提供・利用について、以下の４点に留意することが必要である。その際、個人の属性情報の取得 提供 利用に いて、以下の 点に留意する とが必要である。

① 利用者が提供する個人の属性情報について、個人を認証するためのＩＤと個人の属性情報そのものをどこまで
一体的に、あるいは分離して提供するのかについて明確化が必要である。

② ライフログの範囲として、通信サービスの提供契約など契約の範囲内に限定するのか、あるいは個人のＰＣ上
に蓄積された情報等まで含めることが認められるのか等について明確化が必要である。

③ 通信事業者がライフログを利用した事業展開を行うことに加えて、他のサービス事業者が当該ライフログを利用
した事業展開を行うことがどこまで許容されるのかについて検討が必要である。

④ 上記③の検討結果に基づき 通信事業者が取得したライフログを他のサ ビス事業者に提供することが認容さ④ 上記③の検討結果に基づき、通信事業者が取得したライフログを他のサービス事業者に提供することが認容さ
れる場合において、その提供に当たり、公平性の確保等検討すべき課題がないか検討することが必要である。
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以下はあくまでイメージであり、特定のサービスや事業者と関連づけられているものではない

４－３４－３ ライフログの取得・活用イメージライフログの取得・活用イメージ

活用しうる情報の種類 活用サービスの例

いわゆる「ライフログ」いわゆる「ライフログ」
（蓄積により個人の特定が容易に）（蓄積により個人の特定が容易に） 【ケースⅠ】

オ
ー
ク
シ
ョ
ン

オ
ー
ク
シ
ョ
ン

・
電
子
店
舗

・
電
子
店
舗

企
業
ポ
ー
タ
ル

企
業
ポ
ー
タ
ル

・
情
報
サ
イ
ト

・
情
報
サ
イ
ト

ブ
ロ
グ
等
の

ブ
ロ
グ
等
の

Ｓ
Ｎ
Ｓ

Ｓ
Ｎ
Ｓ

【行動情報】

購入履歴（商品名・カテゴリ、嗜好／非嗜
好）、属性情報（交通・気象情報から類推
可能な通勤経路・住所、消費者金融の利
用状況等） 嗜好（ 書き込みから

（蓄積により個人の特定が容易に）（蓄積により個人の特定が容易に）

事
業
・契
約
形

複
数
レ
イ
ヤ
間

【ケ スⅠ】
行動支援サービス行動支援サービス

取得＝活用⇒ ｺﾝﾃﾝﾂ

・ｵｰｸｼｮﾝ事業者は利用者
の購入履歴を収集し 提

コンテンツレイヤコンテンツレイヤ用状況等）、嗜好（SNSの書き込みから
類推可能な趣味、傾向等）

形
態
に
よ
り

間
を
流
通
可

の購入履歴を収集し、提
携サイトへのアクセス時
に嗜好商品の案内を表示

・天気予報サイト運営者は
携帯端末の位置情報に応
じ 所予報 信

プラットフォームレイヤプラットフォームレイヤ

検索エンジン、ポータル事業者検索エンジン、ポータル事業者【閲覧情報】

検索履歴（検索語句・画像、検索回数、
cookie）、嗜好情報（検索・連動広告の
閲覧履歴から取得・類推可能なもの）

個
人
情 【ケースⅡ】

じ局所予報を配信
等

通信レイヤ通信レイヤ

【契約情報】

個人情報（氏名、住所等契約時に取得す
るもの）、端末ID、決済情報・嗜好情報
（契約役務から取得・類推可能なもの）

※通信の秘密上問題を生じなければ

携帯事業者携帯事業者

情
報
と
紐
付
け
ら

【ケ スⅡ】
ターゲティング広告ターゲティング広告

取得 ⇒ ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
活用 ⇒ ｺﾝﾃﾝﾂ

【利用者情報】

行動履歴（通勤経路、歩数等位置情報の
活用） 登録情報（予定 電話帳等情報

※通信の秘密上問題を生じなければ、
上位レイヤの情報も取得可

※携帯事業者はﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾚｲﾔを兼ねる

ら
れ
る
こ
と
で
個

①検索エンジン等が利用
者の閲覧情報を収集

②広告代理店は管理対象
サイトへの閲覧状況に
応じ利用者を分類

【個人情報】

氏名・住所・職歴・顔写真・メールアドレス
（一部）等個人情報保護法の保護法益

活用）、登録情報（予定、電話帳等情報
端末以外での行動情報を入力したもの）

利用者レイヤ利用者レイヤ

生体情報（指紋、虹彩、静脈等）の一部生体情報（指紋、虹彩、静脈等）の一部

個
人
情
報
に

応じ利用者を分類

③広告代理店等は利用者
が特定サイトにアクセ
スした際に広告を表示
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諸外国において、インターネットを介したライフログ活用関連サービスに関するルール等検討が進展中。諸外国において、インターネットを介したライフログ活用関連サービスに関するルール等検討が進展中。

４－４４－４ 諸外国の状況諸外国の状況 （１）（１）

消費者・事業者・行政機関等が連携し、消費者・事業者・行政機関等が連携し、プライバシー等の保護の観点と、サービス利点やリテラシー等のプライバシー等の保護の観点と、サービス利点やリテラシー等の
観点のバランスに配慮しつつ、指針・原則等が打ち出されている。観点のバランスに配慮しつつ、指針・原則等が打ち出されている。

米国米国

 ＦＴＣ指針・自主規制原則案の主な内容（2007年12月公表）

①透明性と消費者によるコントロールの確保：

 ＦＴＣ指針・自主規制原則案の主な内容（2007年12月公表）

①透明性と消費者によるコントロールの確保：

ＦＴＣ「オンライン行動ターゲティング広告に関するプライバシー保護指針」ＦＴＣ「オンライン行動ターゲティング広告に関するプライバシー保護指針」

①透明性と消費者によるコントロールの確保：
ウェブサイトの利用者に対して、行動ターゲティング広告を行うために情報が収集されていることを明確に知らせること。また、利用者
に対してそうした目的での情報収集を認めるかどうかについて選択の自由を付与すること。

②合理的なセキュリティ確保及び限定的なデータ保存：
収集した情報に対して合理的な安全性を確保すること。情報保存期間は正当な業務または司法機関のために必要な期間に限定すること

①透明性と消費者によるコントロールの確保：
ウェブサイトの利用者に対して、行動ターゲティング広告を行うために情報が収集されていることを明確に知らせること。また、利用者
に対してそうした目的での情報収集を認めるかどうかについて選択の自由を付与すること。

②合理的なセキュリティ確保及び限定的なデータ保存：
収集した情報に対して合理的な安全性を確保すること。情報保存期間は正当な業務または司法機関のために必要な期間に限定すること

③プライバシー方針の実質的変更前における明示的な同意の表明の取得：
収集時の方針とは異なる方法で当該情報データを利用する際は、消費者からの明示的な同意の表明を取得すること。

④機密データを行動広告向けに利用する前における明示的な同意の表明の取得：
医療・健康情報、子供、財政といった機密事項にかかる情報を行動ターゲティング広告のために利用する際は、消費者から、事前に明示

③プライバシー方針の実質的変更前における明示的な同意の表明の取得：
収集時の方針とは異なる方法で当該情報データを利用する際は、消費者からの明示的な同意の表明を取得すること。

④機密データを行動広告向けに利用する前における明示的な同意の表明の取得：
医療・健康情報、子供、財政といった機密事項にかかる情報を行動ターゲティング広告のために利用する際は、消費者から、事前に明示医療 健康情報、子供、財政といった機密事項にかかる情報を行動タ ゲティング広告のために利用する際は、消費者から、事前に明示
的な同意の表明を取得すること
医療 健康情報、子供、財政といった機密事項にかかる情報を行動タ ゲティング広告のために利用する際は、消費者から、事前に明示
的な同意の表明を取得すること

 ＦＴＣスタッフ報告書「Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising」の概要（2009年2月）

８７機関・団体から６３件の意見等が提出。

☞ 広告支援によるコンテンツの無料化や広告内容のパーソナライズ化等を利点として挙げる一方、消費者から見たデー
タ収集の分かりにくさ、健康等の慎重な取扱いを要する情報が消費者の同意を得ずに収集され、本来目的以外に使わ
れる危険性を指摘。プライバシーに対する懸念と、行動ターゲティング広告の持つ潜在的な利点のバランスを踏ま
え、競争的な市場環境を維持しつつ、プライバシー保護を奨励していくべきとしている。

☞ 行動ターゲティング広告のサービス実態を踏まえ、サイト管理者が第三者に提供することなく自らの行動
広告向けに収集・利用する「ファースト・パーティー行動広告(first-party advertising)」、利用者のサイト
閲覧や検索語句に直接基づいて1回限りの広告配信を行う「文脈又は検索連動広告(contextual advertising)」
を上記の自主規制の適用対象外とした。 23



４－４４－４ 諸外国の状況諸外国の状況 （２）（２）

米国（つづき）米国（つづき）

①利用者への通知①利用者への通知：： 利用者に対して、位置情報の利用方法、開示方法、保護措置について通知。

②利用者からの同意②利用者からの同意：：利用者に対して、利用に先だって位置情報の第三者への開示の可否・時期につき選択機会を付与。

①利用者への通知①利用者への通知：： 利用者に対して、位置情報の利用方法、開示方法、保護措置について通知。

②利用者からの同意②利用者からの同意：：利用者に対して、利用に先だって位置情報の第三者への開示の可否・時期につき選択機会を付与。

米国（つづき）米国（つづき）

ＣＴＩＡ（携帯電話事業者団体）「位置情報サービス（ＬＢＳ）ガイドライン（２００８年４月）」

②利用者からの同意②利用者からの同意：：利用者に対して、利用に先だって位置情報の第三者への開示の可否 時期につき選択機会を付与。
③セーフガード③セーフガード：：位置情報の防護、データ保存期間及び位置情報の保存、誤用等の報告、法令遵守、教育、ガイドラインの準拠
②利用者からの同意②利用者からの同意：：利用者に対して、利用に先だって位置情報の第三者への開示の可否 時期につき選択機会を付与。
③セーフガード③セーフガード：：位置情報の防護、データ保存期間及び位置情報の保存、誤用等の報告、法令遵守、教育、ガイドラインの準拠

透明性確保 通知 選択の自由 利用制限等（2000年に規定された原則（※）を改訂）透明性確保 通知 選択の自由 利用制限等（2000年に規定された原則（※）を改訂）

ＮＡＩ（オンライン広告事業者団体）「オンライン行動広告に関する自主規制行為規範（２００８年１２月）」

欧州委員会欧州委員会((ＥＣＥＣ))

透明性確保、通知、選択の自由、利用制限等（2000年に規定された原則（※）を改訂）
（※透明性の確保、利用者への通知、「機密消費者情報」、個人識別可能情報（PII：Personal Identifiable Information）と非PIIの種別に

応じた利用者への選択肢の呈示等）

透明性確保、通知、選択の自由、利用制限等（2000年に規定された原則（※）を改訂）
（※透明性の確保、利用者への通知、「機密消費者情報」、個人識別可能情報（PII：Personal Identifiable Information）と非PIIの種別に

応じた利用者への選択肢の呈示等）

 個人を識別可能な情報については、指令９５／４６／ＥＣ（個人データ処理及びデータの自由な移動に関する個人の保護に関す
る指令）及び指令２００２／５８／ＥＣ（電子通信分野における個人データ処理及びプライバシー保護に関する指令）が適用。

 07年6月から、第２９条データ保護作業部会において、指令９５／４６／ＥＣ（個人データ処理及びデータの自由な移動に関する
個人の保護に関する指令）に基づき、検索サービス提供会社の検索ログ保存期間に関して審議。08年4月に提出された意見書
に基づき 本年2月 個人特定可能なIPアドレ がある グ イ 保存期間を6 月とする とで米国主要検索事業者と合意

 個人を識別可能な情報については、指令９５／４６／ＥＣ（個人データ処理及びデータの自由な移動に関する個人の保護に関す
る指令）及び指令２００２／５８／ＥＣ（電子通信分野における個人データ処理及びプライバシー保護に関する指令）が適用。

 07年6月から、第２９条データ保護作業部会において、指令９５／４６／ＥＣ（個人データ処理及びデータの自由な移動に関する
個人の保護に関する指令）に基づき、検索サービス提供会社の検索ログ保存期間に関して審議。08年4月に提出された意見書
に基づき 本年2月 個人特定可能なIPアドレ がある グ イ 保存期間を6 月とする とで米国主要検索事業者と合意に基づき、本年2月、個人特定可能なIPアドレスがあるログファイル保存期間を6ヶ月とすることで米国主要検索事業者と合意。に基づき、本年2月、個人特定可能なIPアドレスがあるログファイル保存期間を6ヶ月とすることで米国主要検索事業者と合意。

 2008年6月18日採択のソウル閣僚宣言において、「センサーベースネットワークを含む新たなインターネット技術、アプリケーション 2008年6月18日採択のソウル閣僚宣言において、「センサーベースネットワークを含む新たなインターネット技術、アプリケーション

ＯＥＣＤＯＥＣＤ

及びサービスの経済的、社会的及び文化的影響をＯＥＣＤにおいて分析すること」を要請。及びサービスの経済的、社会的及び文化的影響をＯＥＣＤにおいて分析すること」を要請。

 ライフログ活用サービスが電子通信を利用する場合、「2003年プライバシー・電子通信規制」が適用される可能性。 ライフログ活用サービスが電子通信を利用する場合、「2003年プライバシー・電子通信規制」が適用される可能性。

英国英国
ラ 活用 電 通信を利用す 場合、 年 ラ 電 通信規制」 用 能性。

 プライバシー通知に関する規程が現在公開諮問中。収集情報の利用者への通知に関する公正な取引規程となる予定。

 行動ターゲティング広告については、関連企業による自主規制団体（インターネット広告局）が、利用者に対する通知、利用者によ
るオプトアウト手段の確保、利用者に対する啓発、13歳未満の児童に対象を特化した役務提供の禁止等の原則を自主的に策定。

ラ 活用 電 通信を利用す 場合、 年 ラ 電 通信規制」 用 能性。

 プライバシー通知に関する規程が現在公開諮問中。収集情報の利用者への通知に関する公正な取引規程となる予定。

 行動ターゲティング広告については、関連企業による自主規制団体（インターネット広告局）が、利用者に対する通知、利用者によ
るオプトアウト手段の確保、利用者に対する啓発、13歳未満の児童に対象を特化した役務提供の禁止等の原則を自主的に策定。
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４－５４－５ 基本的な検討の方向性（案）基本的な検討の方向性（案）

利用実態を踏まえて、利用者視点を踏まえた検討の視座を確保することが必要ではないか。利用実態を踏まえて、利用者視点を踏まえた検討の視座を確保することが必要ではないか。利用実態を踏まえ 、利用者視点を踏まえた検討 視座を確保する 要 はな 。利用実態を踏まえ 、利用者視点を踏まえた検討 視座を確保する 要 はな 。

 我が国では、ネット上での利用者の行動履歴に基づくターゲティング広告が普及・
高度化する一方、携帯電話端末を活用した行動支援型サービスへの期待が高まる

グ 活 がなど、いわゆるライフログを活用したサービスの拡大が認識されはじめている。

 米国や欧州では、日本に先行してライフログを活用したサービスが展開されており、
プライバシー保護の観点からガイドラインが策定されるなど議論が深まりつつある。プライバシ 保護の観点からガイドラインが策定されるなど議論が深まりつつある。

 欧米の状況を参考にしながらも、独自かつ高度に発展する可能性のある携帯電話
端末を活用したサービスなど、我が国特有の条件も視野に入れ、事業者が積極的
に多様なライフログサ ビスを展開し 利用者が安全に安心してサ ビスを享受できに多様なライフログサービスを展開し、利用者が安全に安心してサービスを享受でき
る環境を構築することが求められる。

 多岐にわたることが予想されるライフログサービスに関する議論を適切に行うため、多岐にわたることが予想されるライフ グサ に関する議論を適切に行うため、
まずは、事業者・利用者・行政など、関係者の問題意識の共有を図ることが重要。

☞ 第１ステップとして、本年夏頃までは、関係者からのヒアリングを中心としたＷＧを第１ステップとして、本年夏頃までは、関係者からのヒアリングを中心としたＷＧを
開催し 以下の項目について調査 分析を行うべきではないか開催し 以下の項目について調査 分析を行うべきではないか開催し、以下の項目について調査・分析を行うべきではないか。開催し、以下の項目について調査・分析を行うべきではないか。

① 現状のサービス実態と今後予測される展開

② 課題の整理

③ 欧米の状況

④ その他
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５－１５－１ 電気通信事業における個人情報に関するガイドラインの変遷電気通信事業における個人情報に関するガイドラインの変遷

ガイドライン策定の背景ガイドライン策定の背景

行革大綱の指摘行革大綱の指摘（民間企業等の保有する個人情報の保護について適切な措置を講ずるものとする）
電気通信サービスの多様化・高度化電気通信サービスの多様化・高度化
個人情報に関する国内外の環境変化個人情報に関する国内外の環境変化

電気通信事業者の取り扱う電気通信事業者の取り扱う
個人情報の保護を図る必要性個人情報の保護を図る必要性

ガイドラインの策定（旧ガイドライン）ガイドラインの策定（旧ガイドライン）

平成2年10月 「電気通信事業における個人情報保護に関する研究会」開催
平成平成33年年 99月月 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」策定「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」策定

⇒ OECDの「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する理事会勧告」（昭和55年）等を踏まえ、
以下の５つの視点から整理
◆収集について（収集制限、目的明確化について規定） ◆利用・提供について（利用制限について規定）◆収集に いて（収集制限、目的明確化に いて規定） ◆利用 提供に いて（利用制限に いて規定）
◆適正管理について（データ内容の正確さ、安全保護について規定）
◆個人参加について（情報公開、個人の請求について規定） ◆責任の明確化について（事業者内の責任の明確化について規定）

平成10年 5月 「電気通信サービスにおけるプライバシー保護に関する研究会」開催
平成平成1010年年1212月月 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」改訂「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」改訂

◆ガイドラインの告示化◆ガイドラインの告示化
◆各種情報の取扱について新たに規定（通信履歴、利用明細、発信者情報、位置情報、不払い者情報及び電話番号情報）

平成15年 2月 「電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会」開催

ガイドラインの改正（新ガイドライン）ガイドラインの改正（新ガイドライン）

平成15年 5月 「個人情報の保護に関する法律」成立・公布
平成16年 4月 「個人情報の保護に関する基本方針」閣議決定
平成平成1616年年 88月月 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」全面改訂及び解説の追加「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」全面改訂及び解説の追加

◆用語・定義等をできる限り個人情報保護法と統一 ◆安全管理に係る規定の具体化 ◆従業者への教育研修
◆個人情報保護管理者の設置 ◆プライバシー・ポリシーの策定・公表
◆個人情報の取扱いに関する苦情を適切か 迅速に処理 ◆情報漏えい発生時の本人通知 事実関係等公表等の措置◆個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理 ◆情報漏えい発生時の本人通知、事実関係等公表等の措置

（参考）改訂の方向性（「電気通信事業におけるプライバシー情報に関する懇談会 中間報告書」（平成16年8月）から抜粋）

◎用語、定義、構成等は基本的には個人情報保護法にあわせる。
◎あわせることで保護水準が下がる場合は、現行ガイドラインの保護水準を下げないよう、現行規定を維持する。

平成平成1717年年1010月月 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」及び解説の改訂「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」及び解説の改訂
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平成平成 年年 月月 電気通信事業 おける個 情報保護 関する ラ 」及 解説 改訂電気通信事業 おける個 情報保護 関する ラ 」及 解説 改訂
◆迷惑メール送信行為を理由として利用停止措置を受けた加入者に関する情報の交換を可能に

平成平成1919年年 99月月 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」解説の改訂「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」解説の改訂
◆位置情報サービスの多様化やＧＰＳ機能付端末の普及を受け、位置情報サービスを提供する際に電気通信事業者が講じるべき

「必要な措置」の内容を明確化



５－２５－２ 個人情報保護法施行３年後の見直し個人情報保護法施行３年後の見直し

１１,, 内閣府による見直しの経緯内閣府による見直しの経緯

平成平成1616年年44月月 「個人情報の保護に関する基本方針」閣議決定「個人情報の保護に関する基本方針」閣議決定

⇒⇒ 内閣府は法の全面施行後内閣府は法の全面施行後33年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる必要年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる必要

平成平成1717年年44月月 「個人情報の保護に関する法律」の全面施行「個人情報の保護に関する法律」の全面施行

平成平成1919年年66月月 国民生活審議会による個人情報保護に関する取りまとめ（意見）国民生活審議会による個人情報保護に関する取りまとめ（意見）⇒⇒ 政府に対する意見政府に対する意見平成平成1919年年66月月 国民生活審議会による個人情報保護に関する取りまとめ（意見）国民生活審議会による個人情報保護に関する取りまとめ（意見）⇒⇒ 政府に対する意見政府に対する意見

（１）「個人情報の保護に関する基本方針」の見直し等（１）「個人情報の保護に関する基本方針」の見直し等

◎◎ 個人の権利利益の保護個人の権利利益の保護

◎◎ 市販の名簿の管理市販の名簿の管理

（２）ガイドライン等の在り方（２）ガイドライン等の在り方（２）ガイドライン等の在り方（２）ガイドライン等の在り方

（３）いわゆる「過剰反応」等への対応（３）いわゆる「過剰反応」等への対応

平成平成2020年年44月月 「個人情報の保護に関する基本方針の一部改正」閣議決定「個人情報の保護に関する基本方針の一部改正」閣議決定

◎◎ いわゆる「過剰反応」いわゆる「過剰反応」

◎◎ 国際的な取組への対応国際的な取組への対応◎◎ 国際的な取組への対応国際的な取組への対応

◎◎ プライバシーポリシー（個人情報の取扱いに関する方針）等プライバシーポリシー（個人情報の取扱いに関する方針）等

◎◎ 安全管理措置の程度安全管理措置の程度

◎◎ 国民生活審議会の役割国民生活審議会の役割

平成平成2020年年77月月 内閣府による「ガイドラインの共通化の考え方について」公表内閣府による「ガイドラインの共通化の考え方について」公表平成平成2020年年77月月 内閣府による「ガイドラインの共通化の考え方について」公表内閣府による「ガイドラインの共通化の考え方について」公表

⇒⇒ 各府省における策定・見直しの検討（１年以内を目途）各府省における策定・見直しの検討（１年以内を目途）

２２,,方針（案）方針（案）

 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」及びその解説について、以下の見直しの検討を行うこと
とする。
☞「個人情報の保護に関する基本方針」の一部改正(以下「基本方針」という。)に伴う見直しの実施

☞ 内閣府「ガイドラインの共通化の考え方について」（以下「共通化」という ）申合せに伴う見直しの実施

２２,,方針（案）方針（案）

☞ 内閣府「ガイドラインの共通化の考え方について」（以下「共通化」という。）申合せに伴う見直しの実施

☞ 電気通信事業分野の実情に応じたガイドラインの見直しの実施
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参考１－１参考１－１ 個人情報保護に関する法体系イメージ個人情報保護に関する法体系イメージ

※※１１ 個人情報の保護に関する法律個人情報の保護に関する法律

＜基本法制＞＜基本法制＞

※※１１ 個人情報の保護に関する法律個人情報の保護に関する法律
※※２２ 行政機関の保有する個人情報の行政機関の保有する個人情報の

保護に保護に 関する法律関する法律
※※３３ 独立行政法人等の保有する独立行政法人等の保有する

個 情報 保護 関する法律個 情報 保護 関する法律＜基本法制＞＜基本法制＞

・基本理念・基本理念

個人情報の保護に関する法律個人情報の保護に関する法律
※※４４ 各地方公共団体において各地方公共団体において

制定される個人情報保護条例制定される個人情報保護条例

・国及び地方公共団体の責務・施策・国及び地方公共団体の責務・施策

・基本方針の策定・基本方針の策定 等等

（第１章～３章）（第１章～３章） ※1※1（第１章 ３章）（第１章 ３章） ※1※1

国
の
行

国
の
行

独
立
行

独
立
行

個人情報取扱個人情報取扱
事業者の義務等事業者の義務等

事業分野ごとの事業分野ごとの＜主務大臣制＞＜主務大臣制＞

行
政
の
機
関

行
政
の
機
関

行
政
法
人
等

行
政
法
人
等

地
方
公
共

地
方
公
共

事業者の義務等事業者の義務等
第第44章～第章～第66章章

事業分野ごとの事業分野ごとの
ガイドライン等ガイドライン等

＜主務大臣制＞＜主務大臣制＞

事業分野ごとの事業分野ごとの
ガイドライン等ガイドライン等

関
（法
律
）

関
（法
律
）

等
（法
律
）

等
（法
律
）

共
団
体
等

共
団
体
等

（条
例
）

（条
例
）※2※2 ※3※3 ※4※4※2※2 ※3※3 ※4※4
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参考１－２参考１－２ 「個人情報の保護に関する法律」「個人情報の保護に関する法律」 （平成一五年五月三十日（平成一五年五月三十日 法律第五十七号）法律第五十七号）

「個人情報」「個人情報」対象となる個人情報、事業者の範囲対象となる個人情報、事業者の範囲

生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別
可能なもの（他の情報と容易に照合でき、それにより特定の可能なもの（他の情報と容易に照合でき、それにより特定の
個人を認識できるものを含む。）個人を認識できるものを含む。）【【第第22条第条第11項項】】
（例）データベース化されていない書面・写真・音声などに（例）データベース化されていない書面・写真・音声などに

「個人情報」「個人情報」

個人情報
（第２条第1項）

生存する個人に関する
情報であ て 特定

基本理念（第３条）
個人情報は、個人の人

格尊重の理念の下に慎重
に取扱われるべきもので

対象 人情報 事業 範対象 人情報 事業 範

（例）デ タ 化され な 書面 写真 音声な（例）デ タ 化され な 書面 写真 音声な
記録されているもの記録されているもの

「個人データ」「個人データ」

個人情報

情報であって、特定の
個人を識別可能なもの

に取扱われるべきもので
あることにかんがみ、そ
の適正な取扱いが図られ
なければならない。

一般私人

(1)(1)個人情報データベース等を構成する個人情報個人情報データベース等を構成する個人情報【【第第22条第条第44項項】】
(2)(2)個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の

データベース等
（第2条第２項）

個人情報を含む
情報の集合物

個人情報取扱事業者
（第2条第３項本文）
個人情報データベース

般私人
(事業の用に供しない者)

( )( )個 情報 タ 等 、個 情報を含 情報個 情報 タ 等 、個 情報を含 情報
集合物であって集合物であって【【第第22条第条第22項項】】

①特定の個人情報をコンピュータを使って検索できるように①特定の個人情報をコンピュータを使って検索できるように
体系体系 的に構成されたもの的に構成されたもの

②特定の個人情報を目次、索引などで容易に検索（五十音順、②特定の個人情報を目次、索引などで容易に検索（五十音順、
日付順等で符号等により検索が可能）することができるよう日付順等で符号等により検索が可能）することができるよう

「保有個人データ」「保有個人データ」

①コンピュータ
処理情報

②政令で定める
マニュアル処理
情報

等を事業の用に供して
いる者

・利用目的による制限
(第１６条)

・適正な取得(第17条)

日付順等で符号等により検索が可能）することができるよう日付順等で符号等により検索が可能）することができるよう
に体系的に構成されたマニュアル処理されたものに体系的に構成されたマニュアル処理されたもの

個人情報取扱事業者が開示、訂正、削除等の権限を個人情報取扱事業者が開示、訂正、削除等の権限を
有する個人デ タ有する個人デ タ【【第第22条第条第55項項】】

《除かれる場合》

・安全管理措置
(第２０条)

・開示・訂正・利用停止
(第２５－２７条)

・その他

有する個人データ有する個人データ【【第第22条第条第55項項】】
（例）自社の事業活動に用いている顧客情報、事業と（例）自社の事業活動に用いている顧客情報、事業と
して第三者に提供している個人情報、従業員等して第三者に提供している個人情報、従業員等 のの
人事管理情報人事管理情報

① 本人・第三者の生命等に危害を及ぼす、違法・不当な行為を
助長し誘発する（「クレーム」 情報でなく 「クレーマー」に関す
る情報は該当）情報、国の安全を害する、犯罪の捜査に支障を
及ぼす等といったおそれがあるもの【政令第３条】

② ６ヶ月以内で消去することとなるもの（注）【政令第４条】

政令で定める小規模な
事業者(※)
(第2条第3項第4号)等

（注） 通常は６ヶ月以内に消去されるが、例外的に６ヶ月を超えて保存される可能性のある個人データ（料金未納者の料金明細など）は、
６ヶ月以内に消去されなかった段階で「保有個人データ」となる。また通常６ヶ月を超えて保存される個人データについても、６ヶ月を超えて
保有された段階から「保有個人データ」となる。

※  事業の用に供する個人データによって識別される人数が5,000以下の者 (なお、市販のカーナビや電話帳をそのまま利用する場合、
これらに含まれる個人データによって識別される人数は算定に含まれない。） 31



参考１－３参考１－３ 「個人情報の保護に関する法律」「個人情報の保護に関する法律」 （平成一五年五月三十日（平成一五年五月三十日 法律第五十七号）法律第五十七号）

第一章 総則

（目的） 第一条
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんが み、個人情報の適正な取扱

いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護 に関する施策の基本となる事項を定め、国及び
地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情 報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報
の有用性に配慮しつつ 個人の 権利利益を保護することを目的とするの有用性に配慮しつつ、個人の 権利利益を保護することを目的とする。

（定義） 第二条
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述

等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む ）をいうことができることとなるものを含む。）をいう。
２ この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した ものとして政令で定める

もの
の法律において「個人情報取扱事業者 とは 個人情報デ タベ 等を事業の用に供している者 をいう３ この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者 をいう。

ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十 九号）第二条第一項

に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）
四 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地 方独立行政法人を

いう。以下同じ。）
五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者

４ この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。法律 お 個人デ タ」 、個人情報デ タ 等を構成する個人情報を う。
５ この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削 除、利用の停止、消去

及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、 その存否が明らかになることにより公益そ
の他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外の
ものをいう。

６ この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。６ この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

（基本理念） 第三条
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが計られ

なければならない。
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参考参考11－４－４ 「個人情報の保護に関する法律」「個人情報の保護に関する法律」 （平成一五年五月三十日（平成一五年五月三十日 法律第五十七号）法律第五十七号）

第四章 個人情報取扱事業者の義務等

（利用目的の特定） 第十五条
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利用目的」 という。）をできる限り特定しな
ければならない。

２ 個人情報取扱事業者は 利用目的を変更する場合には 変更前の 利用目的と相当の関連性を有すると 合理的に認められ２ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の 利用目的と相当の関連性を有すると 合理的に認められ
る範囲を超えて行ってはならない。

（利用目的による制限） 第十六条
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を

超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
２ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を

取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
当該個人情報を取り扱ってはならない。

３ 前二項の規定は 次に掲げる場合については 適用しない３ 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る ことが困難で

あるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある

場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

（適正な取得） 第十七条

個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
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参考参考11－５－５ 「個人情報の保護に関する法律」「個人情報の保護に関する法律」 （平成一五年五月三十日（平成一五年五月三十日 法律第五十七号）法律第五十七号）

（取得に際しての利用目的の通知等） 第十八条
個人情報取扱事業者は 個人情報を取得した場合は あらかじめその利用目的を公表している 場合を除き 速やかに その個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している 場合を除き、速やかに、その

利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら れる記録を含む。以下この項において同じ。）
に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する
場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために
緊急に必要がある場合は、この限りでない。

３ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、 又は公表しなければな
らない。

４ 前三項の規定は 次に掲げる場合については 適用しない。４ 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益 を害するおそれ

がある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益 を害するおそれが

ある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であ て 利用目的を三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を

本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

（データ内容の正確性の確保） 第十九条（データ内容の正確性の確保） 第十九条

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新 の内容に保つよう努めなけれ
ばならない。

（安全管理措置） 第二十条
個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人 データの安全管理のために

必要かつ適切な措置を講じなければならない。

（従業者の監督） 第二十一条
個人情報取扱事業者は その従業者に個人デ タを取り扱わせるに当た ては 当該個人デ タの安全管理が図られるよう個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人デ ータの安全管理が図られるよう、

当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
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参考参考11－６－６ 「個人情報の保護に関する法律」「個人情報の保護に関する法律」 （平成一五年五月三十日（平成一五年五月三十日 法律第五十七号）法律第五十七号）

（委託先の監督） 第二十二条
個人情報取扱事業者は 個人デ タの取扱いの全部又は 部を委託する場合は その取扱い を委託された個人デ タの安全

（第三者提供の制限）第二十三条
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個 人データを第三者に提供してはな

個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱い を委託された個人データの安全
管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行 わなければならない。

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個 人デ タを第三者に提供してはな
らない。

一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で あるとき
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で

あるときあるとき
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある

場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
２ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの

第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、 本人に通知し、又は本人が
容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
一 第三者への提供を利用目的とすること。
二 第三者に提供される個人データの項目
三 第三者への提供の手段又は方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人デ タの第三者 の提供を停止する と。

３ 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容につい て、あらかじめ、本人
に 通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

４ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第 三者に該当しないもの
とする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部 を委託する場合一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部 を委託する場合
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される 個人データの項目、

共同して 利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理に ついて責任を有する者の氏名又は名称
について、 あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り 得る状態に置いているとき。

個人情報 扱事業者は 前項第 号 規定する利 する者 利 的 は個人デ タ 管理 責任を有する者５ 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について 責任を有する者の
氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通 知し、又は本人が容易に知り得る状態に
置かなければならない。
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参考参考11－７－７ 「個人情報の保護に関する法律」「個人情報の保護に関する法律」 （平成一五年五月三十日（平成一五年五月三十日 法律第五十七号）法律第五十七号）

（訂正等） 第二十六条
個人情報取扱事業者は 本人から 当該本人が識別される保有個人デ タの内容が事実でな いという理由によ て当該保有個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でな いという理由によって当該保有

個人データの内容の訂正、追加又は削除（以下この条において「訂正等」 という。）を求められた場合には、その内容の訂正等に
関して他の法令の規定により特別の手続が定め られている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく
必要な調査を行い、その結 果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部に ついて訂正等を行った

（利用停止等） 第二十七条
個人情報取扱事業者は 本人から 当該本人が識別される保有個人デ タが第十六条の規定 に違反して取り扱われていると

とき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、そ の旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む。）
を通知しなければならない。

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定 に違反して取り扱われていると
いう理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理 由によって、当該保有個人データの利用の停止又は
消去（以下この条において「利用停止等」という。） を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、
違反を是正するために必要 な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有
個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、 本人の権利利益を
保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

２ 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定 に違反して第三者
に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止 を求められた場合であって、その求めに
理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人デ ータの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該
保有個人データの第三者への提供の停 止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合で保有個人デ タの第三者への提供の停 止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合で
あって、本人の権 利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

３ 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部につい て利用停止等を行った
とき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づ き求められた保有個人データの全部若しくは
一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三 者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞
なく その旨を通知しなければなら ないなく、その旨を通知しなければなら ない。

（理由の説明） 第二十八条
個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条 第三項の規定により、本人から

求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する求められた措置の全部又は 部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する
場合は、本人に対し、その理由を説明するよう 努めなければならない。
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参考参考11－８－８ 「個人情報の保護に関する法律」「個人情報の保護に関する法律」 （平成一五年五月三十日（平成一五年五月三十日 法律第五十七号）法律第五十七号）

（開示等の求めに応じる手続） 第二十九条（開示等の求めに応じる手続） 第二十九条
個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二 十七条第一項若しくは第二項

の規定による求め（以下この条において「開示等の求め」という。）に関 し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける
方法を定めることができる。この場合において、 本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。

２ 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定す るに足りる事項の提示
を求める とが きる 場合 お 個 情報 扱事業者 本 が容 か 的確 開 等 求めをする とが きるを求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易 かつ的確に開示等の求めをすることができる
よう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その 他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。

３ 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。
４ 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本 人に過重な負担を

課するものとならないよう配慮しなければならない。

（手数料） 第三十条
個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項 の規定による開示を求め

られたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
個人情報取扱事業者は 前項の規定により手数料を 徴収する場合は 実費を勘案し 合理的 あると 認められる範囲内に

課するも な な う配慮 なけれ な な 。

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を 徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると 認められる範囲内に
おいて、その手数料の額を定めなければならない。

（個人情報取扱事業者による苦情の処理） 第三十一条
個人情報取扱事業者は 個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

２ 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

（報告の徴収）第三十二条
主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人 情報の取扱いに関し報告をさせる

ことができる。

（助言） 第三十三条
主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人 情報の取扱いに関し必要な助言を

することができるすることができる。
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参考参考11－９－９ 「個人情報の保護に関する法律」「個人情報の保護に関する法律」 （平成一五年五月三十日（平成一五年五月三十日 法律第五十七号）法律第五十七号）

（勧告及び命令） 第三十四条（勧告及び命令） 第三十四条
主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条ま で又は第三十条第二項の規定に

違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認め るときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行
為の中止その他違反を是正するために必要な措 置をとるべき旨を勧告することができる。
２ 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係 る措置をとらなかった
場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは 当該 個人情報取扱事業者に対し その勧告に係る場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該 個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る
措置をとるべきことを命ずることができる。

３ 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から 第二十二条まで又は
第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事 実があるため緊急に措置をとる必要が
あると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反 行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとる

き を命ず が き

（主務大臣の権限の行使の制限） 第三十五条
主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命 令を行うに当たっては、表現の

自由 学問の自由 信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない

べきことを命ずることができる。

自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
２ 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第一項各号に掲げる者（それぞれ当該各号に

定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。）に対して 個人情報を提供する行為に ついては、その権限を行使しないものと
する。

（主務大臣） 第三十六条
この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の 規定の円滑な実施のため必要が

あると認める場合は、個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのう ち特定のものについて、特定の大臣又は国家公安委員
会（以下「大臣等」という。）を主務大臣に指定 することができる。

一 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大 臣（船員の雇用管理に
関するものについては、国土交通大臣）及び当該個人情報取扱事業者が行う事 業を所管する大臣等

二 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該 個人情報取扱事業者
が行う事業を所管する大臣等

２ 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければな らない。２ 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければな らない。
３ 各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならな い。
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参考２－１参考２－１ 電気通信事業法における通信の秘密の保護電気通信事業法における通信の秘密の保護

「通信の秘密」の保護は 個人の私生活の自由を保護し 個人生活の安寧を保障する「通信の秘密」の保護は、個人の私生活の自由を保護し、個人生活の安寧を保障する
（ プライバシーの保護）とともに、通信が人間の社会生活にとって必要不可欠なコミュ
ニケーション手段であることから、憲法上の基本的人権の一つとして、憲法第２１条
第２項において保障されているものである。

れを受け 電気通信事業法 お 罰則をも 「通信 秘密 を保護す 規これを受けて、電気通信事業法において、罰則をもって「通信の秘密」を保護する規
定が定められており、電気通信事業法上「通信の秘密」は厳格に保護されている。

第２１条
２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密はこれを侵してはならない。

１．日本国憲法

２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密はこれを侵してはならない。

（秘密の保護）

２．電気通信事業法

（秘密の保護）
第４条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
２ 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密

を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

第１７９条 電気通信事業者の取扱中に係る通信（第１６４条第２項に規定する通信を含む。）の秘密を侵し
た者は、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。

２ 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、３年以下の懲役又は２００万円以下の罰金に処す
るる。

３ 前２項の未遂罪は、罰する。
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参考２－２参考２－２ 通信の秘密の侵害の該当性について通信の秘密の侵害の該当性について

１．「通信の秘密」該当性

「通信の秘密」とは、①個別の通信に係る通信内容のほか、②個別の通信に係る通信の日時、場所、
通信当事者 氏名 住所 居所 電話番号など 当事者 識別符号 通信回数等 れら 事項を通信当事者の氏名、住所・居所、電話番号などの当事者の識別符号、通信回数等これらの事項を
知られることによって通信の意味内容を推知されるような事項すべてを含む。

※ 東京地裁判決H14.4.30は、「気通信事業法第104条の「通信の秘密」には、通信の内容のほか、通信当事者の住所・氏名・電話
番号、発受信場所、通信の日時・時間・回数なども含まれると解する。」と判示している。

※ 電子掲示板やホームページに掲載された情報など不特定者に向けて表示されることを目的とした通信の内容は、発信者がそれ
自体を秘密としておらず、保護の対象外となる。

２．「侵害行為」該当性

通信の秘密を侵害する行為は、以下の３類型に大別されている。

○知得＝「積極的に通信の秘密を知ろうとする意思のもとで知り得る状態に置くこと」

○窃用＝「発信者又は受信者の意思に反して利用すること」

○漏えい＝「他人が知り得る状態に置くこと」
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１．違法性阻却事由がある場合

参考２－３参考２－３ 通信の秘密の侵害が許容される場合通信の秘密の侵害が許容される場合

１．違法性阻却事由がある場合

(1)  正当防衛、緊急避難に該当する場合

正当防衛の要件（急迫性等）、緊急避難の要件（危難の現在性等）を満たす場合。典型的には、
通信施設に対する攻撃に対応したり人の生命身体に対する危険を避けたりするために通信の秘通信施設に対する攻撃に対応したり人の生命身体に対する危険を避けたりするために通信の秘
密を侵すことが必要な場合等が挙げられる。

例：自殺予告への対応【インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン】

(2)正当業務行為に該当する場合

電気通信事業者としての業務を遂行するために必要な場合であって、目的正当性、行為の必要
性、手段の相当性を満たすことが必要。典型的には、課金やシステム整備のために必要な場合
にお 最低限度 通信 秘密を侵す行為は 当該条件を満たすと考えられるにおいて、最低限度で通信の秘密を侵す行為は、当該条件を満たすと考えられる。

例：OP25B 【Outbound Port 25 Blocking導入に関する法的な留意点 】
帯域制御【帯域制御の運用基準に関するガイドライン】

通信当事者の同意がある場合、「通信当事者の意思に反しない利用」であるため侵害に当たらない。

【通信当事者間で共有している情報】

２．「同意」がある場合

通信当事者間で互いに情報の秘密性を相手に委ねており、第三者との関係で、一方当事者の同意により秘
密性が解除 （例：電話の通話内容は、受信者の同意があれば、第三者が知得しても通信の秘密の侵害にならない）。

【通信当事者間で共有していない情報】
秘密の主体である当事者の同意によってのみ秘密性が解除 （例：「１８４発信」で通話した場合の発信者の電話番号秘密の主体である当事者の同意によってのみ秘密性が解除 （例：「１８４発信」で通話した場合の発信者の電話番号
は、秘密の主体である発信者の同意がある場合に限り、第三者が知得しても通信の秘密の侵害にならない）。

注 同意の取り方について・・・①約款の性質になじまない、②同意の対象が不明確、との理由により、約款等による事前の包括的合
意は、有効な同意とは解されない。（電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会（第18回会合）議事要旨） 41



関連データ等関連データ等関連デ タ等関連デ タ等
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【インターネット利用者数及び人口普及率の推移】

インターネット利用の拡大インターネット利用の拡大
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8,000

9,000
％万人

利用者数

1 694

2,706

4,708

5,593

37.1 
44.0 

54.5 
60.6 62.3 

20

30

40

50

3,000

4,000

5,000

6,000

1,155
1,694

9.2
13.4

21.4

0

10

20

0

1,000

2,000

平成9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19(年末)

典 成 年度情報 信白書

【インターネット利用端末の種類】
パソコンからのみ

１，４６９万人【１６．７％】 パソコンからの利用者
７，８１３万人【８８．７％】

（出典）平成２０年度情報通信白書

パソコン、携帯電話・ＰＨＳ
及び携帯情報端末併用
５，９９３万人【６８．０％】

携帯電話・ＰＨＳ及び携帯
情報端末からの利用者 ５５万人情
７，２８７万人【８２．７％】

ゲーム機・ＴＶ等
からの利用者

３５８万人【４．１％】

２９６万人
【３．４％】

【０．６％】

携帯電話・ＰＨＳ及び
携帯情報端末からのみ
９９２万人【１１．３％】

ゲーム機・ＴＶ等
からのみ

０万人【０．０％】
６万人

【０．１％】

（出典）平成２０年情報通信白書 43



光ファイバ（光ファイバ（FTTHFTTH））

ブロードバンドの進展ブロードバンドの進展

ブロードバンド加入契約数の推移ブロードバンド加入契約数の推移（０８年９月末現在、単位（０８年９月末現在、単位;;万契約）万契約）
光ファイバ（光ファイバ（FTTHFTTH））

○加入契約数○加入契約数 ：：13,756,48913,756,489
○○事業者数事業者数 ：： 171171社社

ＤＳＬＤＳＬ
○加入契約数 ： 11.966,838
○事業者数 ： 47社

無線（ＦＷＡ）無線（ＦＷＡ）

ケーブルインターネットケーブルインターネット
○加入契約数 ： 4,019,788
○事業者数 ： 381社

○事業者数 ： 47社

無線（ＦＷＡ）無線（ＦＷＡ）
○加入契約数 :12,838
○事業者数 : 29社

各種サービス加入契約数の推移各種サービス加入契約数の推移（０８年９月末現在 単位（０８年９月末現在 単位;;万契約）万契約）

移動電話移動電話

各種サービス加入契約数の推移各種サービス加入契約数の推移（０８年９月末現在、単位（０８年９月末現在、単位;;万契約）万契約）

移動電話移動電話
((携帯電話携帯電話+PHS)+PHS)

固定電話固定電話((加入電話加入電話+ISDN)+ISDN)

ブロードバンドブロードバンド
(DSL+CATV+FTTH+(DSL+CATV+FTTH+無線無線))

注：平成１６年６月末分より電気通信
事業報告規則の規定により報告を
受けた加入者数を、 それ以前は任

意の事業者から報告を受けた加入
者数を集計。

ＩＰ電話ＩＰ電話
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「クラウド」（雲）はネットワーク（主にインターネット）のこと。ユーザーは雲の向

クラウド・コンピューティングについてクラウド・コンピューティングについて １／２１／２

こうにあるデータ・センターに集約したコンピュータ・リソースを、必要に応じて利用

する。こうしたシステムの作り方や使い方をクラウド・コンピューティングと呼ぶ。

主な ド ピ グ プ

名称 説明

A El ti C t アマゾンが提供するWebベ

主なクラウド・コンピューティング・プラットフォームと
関連サービス／ソフトウェア

Amazon Elastic Compute 
Cloud(Amazon EC2)

アマゾンが提供するWebベー
スの仮想サーバ・サービス

Amazon  Simple Storage 
Service(Amazon S3)

アマゾンが提供するWebベー
スのストレージ・サービス

Apache Hadoop アパッチ・ソフトウェア・ファウン
デーションが開発する
MapReduceのオープンソース
実装

Blue Cloud IBMが開発中のクラウド・コン

ピューティング・プラットフォー
ム

Force.com  Cloud  
Computing Architecture

セールスフォース・ドットコムの
クラウド・コンピューティング・プ
ラットフォーム出典：ITproより引用

コンピュータ・リソースを使って提供する機能としては、OSやミドルウェアなどのプラット

フォームを利用できるサービスや、業務アプリケーションまで利用できるサービスがあ

る。例えば以下のような形態がある。

●HaaS（Hardware as a Service）：CPUやストレージなどのハードウェア・リソース

をサービスとして提供する形態。

Google Apps グーグルが提供するWebベー
スのオフィス・アプリケーション

Microsoft Live Mesh マイクロソフトが提供する複数
デバイス菅でのデータ連携
サービスをサ ビスとして提供する形態。

●PaaS（Platform as a Service）：ハードウェアだけでなく、OSやミドルウェア、開発

環境などのプラットフォーム一式をサービスとして

提供する形態。

●SaaS（Software as a Service）：ソフトウェアをサービスとして提供する形態。

サ ビス

Project Hydrazine サン・マイクロシステムズが開
発中のクラウド・コンピューティ
ング・プラットフォーム
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クラウド・コンピューティングについてクラウド・コンピューティングについて ２／２２／２

出典：経済産業省 産業構造審議会情報経済分科会（平成２０年５月） 資料より
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携帯電話の普及携帯電話の普及

【携帯電話の加入数推移】（万加入）

9 672万

10,272万 10,483万

7 566万

8,152万

8,700万
9,179万

9,672万

8 973万9 365万
6,910万

7,566万

6,090万

5 110万

8,973万
(85.6%)

9,365万
(89.3%)

イ
ン
タ

5,110万

4,150万

3,150万

ー
ネ
ッ
ト
接
続

M
T
-
2
0
0
0

2001年
IMT-2000 サービス開始 続IIMT 2000 サ ビス開始
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携帯電話

携帯電話の高度化携帯電話の高度化

第２世代 第３世代

W-CDMA

CDMA2000

3.93.9世代世代
LTE､UMB

3.5世代

HSPA

EV-DO

携帯電話

CDMA2000 EV DO

～数kbps ～384kbps ～14Mbps 100Mbps超現在現在

第４世代
（IMT-Advanced）

音声音声 インターネット接続インターネット接続 （（ADSLADSL同等）音楽、ゲーム等サービスの高度化同等）音楽、ゲーム等サービスの高度化

99 7％

2006年度末

99 5％全 国

2006年度当初 2007年度末

99.8％

携帯電話の人口カバー
率 2008年度を起点とした

新たな計画による整備促進 高速移動時

無線アクセス
広帯域移動無線アクセスシステム

(光ファイバと同等)

98.8％

99.7％

98.3％うち条件不利地
域

99.5％全 国 99.8％

99.1％

新たな計画による整備促進 高速移動時 100Mbps
低速移動時 1Gbps

広帯域移動無線アクセスシステム

WiMAX、次世代ＰＨＳ
（20～30Mbps）広域化

モバイル化
無線LAN

超高速
高速化

現現

2000年 2010年

11Mbps 54Mbps 100Mbps 1Gbps
超高速

無線LAN高速化
現
在
現
在
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5 0%5 0%

携帯電話端末関連市場の拡大携帯電話端末関連市場の拡大

【モバイルコンテンツ市場】

3 1%3 1%

コンテンツ市場全体に占める比率コンテンツ市場全体に占める比率

（６１０６億円）（６１０６億円） （５９６５億円）（５９６５億円）
4.4%4.4% 4.3%4.3%

（６９７６億円）（６９７６億円）

5.0%5.0%

（３０４０億円）（３０４０億円）
（４１８９億円）（４１８９億円）

2.3%2.3% 3.1%3.1%

3.5%3.5%
携帯電話流通携帯電話流通

インターネット流通

（４２５７億円）（４２５７億円）
（４７８２億円）（４７８２億円）

2 2%2 2% 2.5%2.5%
3.1%3.1%

（５８８７億円）（５８８７億円）

4.3%4.3%

２００３年 ２００４年 ２００５年

出所：財団法人デジタルコンテンツ協会（DCAJ）「デジタルコンテンツ白書２００８」（２００８年８月）より総務省作成

携帯電話流通携帯電話流通

（２８５８億円）（２８５８億円）
（３３９７億円）（３３９７億円）

２００６年 ２００７年

2.2%2.2%

（億円）

20837

25000

ＡＳＰ
モバイルコンテンツ

25
メディア・ソフト 通信・放送産業 電気通信事業

移動通信 携帯電話端末

（兆円）

各市場規模の推移各市場規模の推移 ＡＳＰ・モバイル関連市場規模の推計ＡＳＰ・モバイル関連市場規模の推計

12790

15390
17530

14499
15000

20000
モバイルＥＣ
モバイルソリューション

19.7
18.818.418.618.319.018.2

16.2
15.315.015.214.915.714.9
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8070

6470
5490

10630
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9326

7154

11767

47673963
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7060
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11.311.110.910.810.9
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上位レイヤー市場の拡大上位レイヤー市場の拡大

300000

ＢｔｏＣ　ＥＣ 40,403 103,234

２００６年度 ２０１２年度

（億円）

250000

300000
インターネット広告

ブログ・ＳＮＳ

3,630 7,844

88 947

＜上位レイヤー＞＜上位レイヤー＞

200000

オンライン決済

情報セキュリティ

1,464 3,924

2,843 4,822

＜上位レイヤ ＞＜上位レイヤ ＞

100000

150000 モバイルコンテンツ

音楽配信

3,388 3,909

242 880
＜通信レイヤー＞＜通信レイヤー＞

50000

オンラインゲーム

ＶＯＤ

1,530 4,580

337 978

通信通信

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

電気通信事業 161,741 162,863（年度）

（出典）➢電気通信事業・・・主要電気通信事業者売上高より算出。
２００６年度は実績値。２００７年度以降は２０００年度から２００６年度までの値から推計。

➢その他・・・野村総合研究所「これから情報・通信市場で何が起こるのか ＩＴ市場ナビゲーター２００８年版」（２００８年１月）
「広義のネットビジネス全体市場規模の予測」から作成。２００６年度のインターネット広告、モバイルコンテンツ、音楽配信は
実績値。他はすべて推計値。 50



（億円）（億円）

インターネット広告市場規模（予測）インターネット広告市場規模（予測）

インターネット広告費（媒体費）予測インターネット広告費（媒体費）予測 モバイル検索連動型広告市場規模予測モバイル検索連動型広告市場規模予測

262

371

300

350

400
（億円）

2007年 2008年

2009年 2010年

1,804

2,047

2,265

5 000

6,000

7,000

8,000

固定ネット広告 モバイル広告 検索連動広告

5,434

6,204

6,898

7,558

（億円）

167

96

141

189

150

200

250

3 744 4 009288

390

621

744
928

1,108
1,284

590

930

1,282

1,537

2 000

3,000

4,000

5,000

2,808

3,630

4,591

87

46

96

0

50

100

電通総研 アウンコンサルティング（出典）電通、電通総研発表資料を元に作成、２００５年～２００７年は実績値。２００８年以降は推計値。
インタ ネット広告費（媒体費）の総額から 「モバイル広告費」と「検索連動広告費」を

1,930
2,310

2,688
3,154 3,472 3,744 4,009288

0

1,000

2,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011（年）

700

（億円）
1,416.3

1400

1600
（億円）

２００６ ２００７予測

（出典）すべて推計値。モバイル・コンテンツ・フォーラム「ケータイ白書２００８」（２００７年１２月）インターネット広告費（媒体費）の総額から、「モバイル広告費」と「検索連動広告費」を
除いた金額を「固定ネット広告費」とした。但し、予測値である２００８年以降は、モバイル
における検索連動広告分は「モバイル広告」に含まれる。

モバイル広告の市場規模モバイル広告の市場規模
アフェリエイト広告市場規模予想アフェリエイト広告市場規模予想

621

390

400

500

600

873

1,129

884

1,078.2

1000

1200

1400

（年度）
２００８予測 ２００９予測

100

180

288

200

300

400

649

536.5

698

175
245

338.1400

600

800

15 25
50

100

0

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007（年）

112.5
175

0

200

アフ ィ リエイ ト 広告市場全体 イ ン ター ネ ット アフ ィ リエイ ト 広告市場 モバイ ルアフ ィ リエイ ト 広告市場

（出典）電通「日本の広告費」をもとに作成。すべて実績値。

（出典） ２００６年は実績値。他はすべて推計値。
モバイル・コンテンツ・フォーラム「ケータイ白書２００８」（２００７年１２月）を元に作成 51



１、行動ターゲティング広告（日本）１、行動ターゲティング広告（日本）

行動ターゲティング広告市場（予測）行動ターゲティング広告市場（予測）

 95億円（2008年）から318億円（2011年）と年平均で

１、行動タ ゲティング広告（日本）１、行動タ ゲティング広告（日本）

約50％増の成長を予測。

 2006年より大手ポータルサイトやショッピングサイト等が

本格的に提供を開始。より精度の高い広告配信を実現する
ためニーズが増大しており、今後も大きな伸びを予測。ため ズが増大しており、今後も大きな伸びを予測。

出典：出典： 「株式会社マイクロアド社」プレスリリース（「株式会社マイクロアド社」プレスリリース（20082008年年77月月33日発表日発表））

２、行動ターゲティング広告（米国）２、行動ターゲティング広告（米国）

 350万ドル（2006年）から3800万ドル（2011年）と年平均で
約60％増の成長を予測

出典：出典： 「「eMarketereMarketer」社公表資料」社公表資料
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ライフログ活用サービス市場規模（予測）ライフログ活用サービス市場規模（予測）

携帯電話機ベースのライフログ・ビジネス市場規模予測（２００９～２０１５年）携帯電話機ベースのライフログ・ビジネス市場規模予測（２００９～２０１５年）

 B2Cは主として一般利用者がエージェント型サービス B2Cは主として一般利用者がエージェント型サービス
等の利用に伴って負担する月額料金及び一部有料
情報に基づく試算。

 B2Bは、コンテンツ事業者等が携帯事業者等の
配信サ ビスを提供する者に対して支払う広告料に配信サービスを提供する者に対して支払う広告料に
基づく試算。

ライフログをベースとした情報配信サービスやマーケ
ティングが拡大することにより、既存のモバイル広告
市場の多くが移行することを予想市場の多くが移行することを予想。

出典：出典： 「株式会社「株式会社ROA GroupROA Group」公表資料（」公表資料（20092009年年22月月1818日発表）日発表）
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